
佐久市・臼田町・浅科村・望月町　合併協議会

提案
番号

協議項
目番号 コード番号 分科会

名称 事務事業等名称（項目名） 現況調書
ページ 問　題　点 調　整　案 調　整　案　の　詳　細

1 24 010301010106
社会・
障害者
福祉

福祉センター管理運営 4 浅科村が単独で実施している。 合併時、浅科村の例による。 　住民の福祉増進に資することを目的とし、文化、教養、
娯楽及び集会等の施設として管理運営を行う。

2 24 020301010101
社会・
障害者
福祉

福祉センター使用料 5 浅科村が単独で実施している。 合併時、新たな基準を設け料金を設定する。 　使用料の設定にあたっては社会教育施設の使用料に
準じ、基準となる１時間あたりの平米単価を統一する。

3 28-3 010301020410
社会・
障害者
福祉

障害者等外出支援サービス 6 浅科村・望月町で実施しているが、実施内容に
差異がある。

合併時、障害者で公共交通機関を利用すること
が困難な者に対し外出支援サービスを実施す
る。

　６５歳未満の市町村民税非課税世帯の障害者であっ
て一般公共交通機関を利用することが困難な者に対
し、移送用車輌により利用者の居宅と医療機関等との間
を移送し、障害者及び介護者の負担の軽減を図る。
対象者
　６５歳未満の市町村民税非課税世帯の者で、身体障
害者手帳１級から３級・療育手帳Ａ1からB1・精神保健福
祉手帳１級・難病の者で一般公共交通機関を利用する
ことが困難な者。
サービス内容
　対象者の居宅と医療機関の間を移送する。片道利用
を１回とし、月４回まで利用可能とする。
利用料
　５００円／回とし、市が交付する納付書により金融機関
で納める。
委託先
　シルバー人材センターに運転乗務員を依頼。１，０７０
円／１時間

4 17 030302040101 児童
福祉 通園費補助金 7 佐久市・望月町が実施している。

保育所の通園は、自家用車による送迎が一般的
であり、最寄の園までバスで通園している児童も
減少してきている。さらに保育園を自由に選択で
きる状況から遠距離通園は特別なことではなく
なってきている。したがって、合併時、統一した基
準により実施し、新市において３年以内に見直し
をする。

　児童の安全と保護者の負担の軽減を図り、保育に欠
ける児童の福祉向上に資するため、自宅から４キロ以上
離れた最寄の保育所に通園する児童の保護者に対し
補助金を交付する。
【対象者】
　バス等の交通機関を利用し、自宅から４キロ以上離れ
た最寄の保育所に通園する児童の保護者。ただし、自
宅から最寄の保育所以外への通園と新市が実施する通
園バス運行区域での自家用車を利用する場合は対象と
しない。
【補助算出基準】
①公共交通機関を利用の場合：（３ヶ月定期代÷３ヶ月
×入所月数)×１／２
　＊公共交通機関利用の場合は通園費補助とは別に新
市で雇用する添乗員を同乗させる。
②自家用車等の交通用具を利用の場合：１，０００円×
入所月数

保健福祉専門部会協議内容一覧
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5 28-3 010302040807 児童
福祉 通園バス事業 8 浅科村が単独で実施している。

合併時、浅科村地域の小学校スクールバス運行
区域で実施し、新市において３年以内に見直し
する。

　児童の安全の確保と遠距離通園の交通手段として、
浅科村御牧原地区からみまき保育所に通園する、自宅
が保育所と概ね４キロ以上離れた児童及び小学校ス
クールバス運行経路沿いに住む児童の希望者を対象と
し、小学校スクールバスの運行を利用して通園バスを実
施する。
【対象地域】
　浅科村御牧原地区及び浅科小学校スクールバス運行
経路沿いの地域
【対象者】
　対象地域に居住し、みまき保育所に通園する児童で
希望する者。
【利用料】
自宅から保育所まで４キロ以上離れた通園児：往復利用
１，０００円／月、片道利用５００円／月
上記以外の小学校スクールバス運行経路沿いの通園
児：新市において定める額
【その他】
　小学校のスクールバスを利用して実施することから、新
市のスクールバス運行形態に変更が生じた場合には、
事業実施方法の検討を行う。

6 17 030303010104 高齢者
福祉

北佐久老人福祉施設組合運営
費等負担金 9 浅科村・望月町が北佐久老人福祉施設組合に

加入し負担している。
合併時、新市において構成市町村として加入し
負担する。

【組合の目的】老人福祉施設（養護老人ホーム佐久良
荘）の設置、運営に関する一切の事務を共同処理する。
【経費負担】組合の財産及びその他の収入をもって当て
る。不足する時組織町村が負担する。
均等割：２５％
人口割：５０％（旧町村地区人口を基準にする方向）
利用者割：２５％
【佐久良荘概要】養護老人ホーム　定員８０名
入所者市町村内訳（平成１５年１１月１日現在）
北佐久郡：５８名（浅科村：１０名、望月町：２４名）　佐久
市：２名　南佐久郡：４名（臼田町：１名）　東御市：６名
小諸市：８名　小県郡：２名
平成１４年度分担額運営費：２８，２２２千円　建設費：９
０，７７４千円

7 17 030303010105 高齢者
福祉

北佐久老人福祉施設組合用地
費負担金 10 望月町が単独で負担している。 合併時、望月町の例により実施する。

北佐久郡老人福祉施設組合で借り入れた起債の償還
金を単独で負担する。
１．起債目的…佐久良荘の用地取得
２．起債名…社会福祉施設整備事業債
３．借入額…118,800,000円
４．償還期限…平成34年3月25日（据置3年 20年償還）
５．利率…1.07％
６．毎年償還額…8,076,060円
・起債償還後は、用地を望月町に無償譲渡、無償譲渡
後は組合に無償貸与とする覚書を締結（Ｈ１３．１１．５）

8 17 030303010401 高齢者
福祉 老人クラブ活動費補助金 11 ４市町村で補助しているが、補助金額の算定方

法に差異がある。

合併時、国県補助基準を基本として各老人クラ
ブの人数や活動内容を考慮した補助金交付基
準を設け、予算の範囲内で補助をする。

　老人の福祉推進を図るため老人クラブ等の育成及び
活動促進に要する経費に対し予算の範囲内で補助金
を交付する。
【補助対象】
老人クラブ連合会、単位老人クラブ
【その他】
　老人クラブ連合会は新市において統一する。
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9 17 030303010505 高齢者
福祉 高齢者祝賀事業 12 浅科村が単独で実施している。

介護予防ふれあいサロン事業など新規事業の実
施や在宅高齢者福祉事業の実施地域拡大、また
介護保険制度での新市単独の低所得者対策を
図るなどの各種現物の給付による事業を行うこと
となっており、温泉施設入浴券での給付は合併
時廃止する。

10 28-3 010303010517 高齢者
福祉 高齢者外出支援サービス事業 13 浅科村・望月町で実施しているが、実施内容に

差異がある。

合併時、独り暮らし高齢者・高齢のみの世帯で、
公共交通機関を利用することが身体的・精神的
に困難及び利便性に支障をきたす者に対し、新
市において外出支援サービスを実施する。

　概ね６５歳以上の低所得世帯の高齢者であって、一般
の交通機関を利用することが困難な者に対し、移送用
車両により利用者の居宅と医療機関との間を移送し、低
所得世帯の高齢者で一般交通機関での通院が困難な
者の、負担の軽減を図る。
【対象者】
概ね６５歳以上の低所得世帯の高齢者（介護保険認定
者にあっては支給限度額の範囲とする。）
【内容】
対象者宅と医療機関の間の移送を原則とする。片道利
用を１回とし、月４回利用（２回通院／月）
【利用料】５００円／回
【委託先】シルバー人材センターに運転乗務員を依頼。
１，０７０円／１時間

11 17 030304010118 保健 保健補導員会補助金 14 ４市町村が同様に実施しているため問題なし。 合併時、新市において組織の統一を図り実施す
る。

【概要】保健補導員会の運営に対する補助金
【その他】補助金額は統一された組織と協議する。

12 25 010304031101 保健 保健補導員会 15 ４市町村とも設置しているが、選出基準・任期に
差異がある。

合併時、新市において組織を統一して設置す
る。

　保健補導員数及び報酬額は、非常勤特別職等の協
議の扱いによる。

※　各市町村の現況については、添付した現況調書に記載されている。
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